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令和６年度南房総市監査計画 

南房総市監査基準第７条第１項の規定により令和６年度監査計画を次のとおり策定す

る。 

１ 監査等の種類 

監査等の種類は、次のとおりとする。 

(1) 監査 

ア 財務監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項） 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最

少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めている

か監査する。 

イ 行政監査（地方自治法第１９９条第２項） 

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、

その組織及び運営の合理化に努めているか監査する。 

ウ 財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項） 

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、

借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管

理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財

政的援助等の目的に沿って行われているか監査する。 

(2) 審査 

ア 決算審査（地方自治法第２３３条第２項及び地方公営企業法第３０条第２項） 

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査する。 

イ 基金運用審査（地方自治法第２４１条第５項） 

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的

に行われているか審査する。 

ウ 健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項

及び同法第２２条第１項） 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載し

た書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査する。 

(3) 例月出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査する。 
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(4) その他の監査等 

市議会の請求による監査（地方自治法第９８条第２項）、住民の直接請求監査(地方

自治法第７５条)及び住民監査請求監査（地方自治法第２４２条)は、請求があったと

き、随時監査(地方自治法第１９９条第５項)は、必要があると認めるとき、市長の要

求による監査(地方自治法第１９９条第６項)は、要求があったとき、職員の賠償責任

監査(地方自治法第２４３条の２の２第３項)及び公金の収納等の監査(地方自治法第

２３５条の２第２項)は、求めに応じて行う。 

２ 監査等の対象及び実施時期（予定） 

監査等の対象及び実施時期（予定）は、次のとおりとする。 

対象 対象 実施時期（予定） 

財務監査及び行政監査 総務部、保健福祉部、市民

生活部、農林水産部、建設

環境部、商工観光部、会計

課、教育委員会事務局、議

会事務局、選挙管理委員会

事務局、監査委員事務局、

農業委員会事務局、固定資

産評価審査委員会、富山国

保病院及び水道局 

令和６年１０月～令和７年２月 

財政援助団体等監査 別に定める。 令和７年１月 

決算審査 令和５年度公営企業会計 令和６年６月 

令和５年度一般会計及び

特別会計の歳入歳出決算 

令和６年６月～７月 

基金運用状況審査 令和５年度土地開発基金

等の定額運用基金の運用

状況 

令和６年６月～７月 

健全化判断比率等審査 健全化判断比率（実質赤字

比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担

令和６年８月 



 

3 

比率）及び公営企業（水道

事業、国保病院事業）の資

金不足比率 

例月出納検査 会計管理者等の現金出納

事務 

原則、対象月の翌月の２５日 

３ 監査等の実施体制 

監査等の実施体制は、次のとおりとする。 

(1) 監査委員事務局職員は、監査等の実施に当たり、事前に監査委員及び関係部署との

日程等の調整、資料の収集等を行い、監査等が円滑に実施できるよう務める。 

(2) 地方自治法第１９９条第４項の規定による監査を行う場合は、監査期日前７日まで

に市長、関係機関又は当該機関を代表するものに通知する。 

(3) 監査等の実施に当たっては、監査委員２名、監査委員事務局職員の立会いのもと、

必要に応じて関係部署等の職員の出席を求める。 

(4) その他、監査等の結果の報告や公表等については、関係法令（地方自治法、地方公

営企業法等）及び南房総市監査基準に基づいて行う。 

４ その他 

監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監

査等の実施過程で新たな事実を発見した場合は、必要に応じて適宜監査計画を修正する。 


